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発
行

　
　
告　
示

○
入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可
申
請
を
適
当
と
す
る
旨
の
決
定
（
三
九

　

九
・
北
秋
田
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
公
安
委
員
会
告
示

○
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
に
係
る
講
習
会
の
実
施
（
九
〇
・
生
活
安

　

全
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
告
示
三
百
九
十
九
号

　

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
阿
仁
萱

草
入
会
林
野
整
備
組
合
組
合
長
武
田
弘
か
ら
な
さ
れ
た
入
会
林
野
整
備
計
画

に
係
る
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

申
請
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
三
日

二　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

阿
仁
萱
草
入
会
林
野
整
備
計
画
書
の

写
し

三　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
月
二
十

一
日
（
火
）
ま
で

四　

縦
覧
場
所　

北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く
り
推
進
課
及
び
北
秋

田
市
阿
仁
支
所
産
業
建
設
課

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
告
示

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
90号

　
警

備
業

法
（

昭
和

47年
法

律
第

117号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
22

条
第

２
項

第
１

号
に

規
定

す
る

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

講
習

（
以

下
「

講

習
」

と
い

う
。

）
を

実
施

す
る

の
で

、
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
及

び
機

械
警

備
業

務
管

理
者

に
係

る
講

習
等

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
58年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

２
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

第
２

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
公

示
す

る
。

　
　

平
成

20年
９

月
22日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
秋

田
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
芳

　
賀

　
京

　
子

　
１

　
講

習
に

係
る

警
備

業
務

の
区

分
　

　
法

第
２

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

警
備

業
務

（
以

下
「

１
号

警
備

業
務

」
と

い
う

。
）

２
　

講
習

の
種

別
　

⑴
　

法
第

22条
第

２
項

に
規

定
す

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
又

は
講

習
規

則
第

７
条

第
１

項
に

規
定

す
る

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

講
習

修
了

証
明

書
（

以
下

「
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
な

い
者

に
対

し
て

行
う

講
習

（
以

下
「

新
規

取
得

講
習

」
と

い
う

。
）

　
⑵

　
１

号
警

備
業

務
以

外
の

警
備

業
務

の
区

分
に

係
る

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

に
対

し
て

行
う

講
習

（
以

下
「

追
加

取
得

講
習

」
と

い
う

。
）

３
　

実
施

期
間

　
⑴

　
新

規
取

得
講

習
　

　
　

平
成

20年
11月

11日
（

火
）

か
ら

同
月

20日
（

木
）

ま
で

の
７

日
間

（
土

曜
日

、
日

曜
日

及
び

月
曜

日
を

除
く

。
）

　
⑵

　
追

加
取

得
講

習
　

　
　

平
成

20年
11月

14日
（

金
）

か
ら

同
月

20日
（

木
）

ま
で

の
４

日
間

（
土

曜
日

、
日

曜
日

及
び

月
曜

日
を

除
く

。
）

４
　

実
施

場
所

　
　

秋
田

市
御

所
野

下
堤

五
丁

目
１

番
１

号
　

秋
田

県
中

央
地

区
老

人
福

祉
総

合
エ

リ
ア

５
　

受
講

定
員

　
⑴

　
新

規
取

得
講

習
　

　
　

30人
　

⑵
　

追
加

取
得

講
習

　
　

　
10人

６
　

受
講

資
格

者
　

⑴
　

新
規

取
得

講
習

　
　

　
受

講
資

格
者

は
、

受
講

申
込

み
を

行
う

日
に

お
い

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

と
す

る
。

　
　

ア
　

最
近

５
年

間
に

１
号

警
備

業
務

の
区

分
に

係
る

警
備

業
務

に
従

事
し

た
期

間
が

通
算

し
て

３
年

以
上

で
あ

る
者

　
　

イ
　

警
備

員
等

の
検

定
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
17年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

20号
。

以
下

「
検

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定

す
る

１
級

の
検

定
（

１
号

警
備

業
務

に
係

る
も

の
に

限
る

。
以

下
「

１
級

検
定

」
と

い
う

。
）

に
係

る
法

第
23条

第
４

項
の

合
格

証
明

書
（

以
下

「
合

格
証

明
書

」
と

い
う

。
）

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

　
　

ウ
　

検
定

規
則

第
４

条
に

規
定

す
る

２
級

の
検

定
（

１
号

警
備

業
務

に
係

る
も

の
に

限
る

。
以

下
「

２
級

検
定

」
と

い
う

。
）

に
係

る
合

格
証

明
書

の
交

付
を

受
け

て
い

る
警

備
員

で
あ

っ
て

、
当

該
合

格
証

明
書

の
交

付
を

受
け

た
後

、
継

続
し

て
１

年
以

上
当

該
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
る

も
の

　
　

エ
　

検
定

規
則

附
則

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前

の
警

備
員

等
の

検
定

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
61年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

５
号

。
以

下
「

旧
検

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
条

第
２

項
に

規
定

す
る

１
級

の
検

定
（

１
号

警
備

業
務

に
係

る
も

の
に

限
る

。
以

下
「

旧
１

級
検

定
」

と
い

う
。

）
に

合
格

し
た

者
　

　
オ

　
旧

検
定

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

以
下

「
旧

２
級

検
定

」
と

い
う

。
）

に
合

格
し

た
者

で
あ

っ
て

、
当

該
検

定
に

合
格

し
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

当
該

警
備

業
務

に
係

る
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
る

も
の

　
⑵

　
追

加
取

得
講

習
　

　
　

受
講

申
込

み
を

行
う

日
に

お
い

て
、

１
号

警
備

業
務

の
区

分
以

外
の

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

又
は

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

講
習

修
了

証
明

書
（

以
下

「
資

格
者

証
等

」
と

い
う

。
）

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

で
あ

っ
て

、
⑴

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

７
　

受
講

申
込

手
続

　
⑴

　
事

前
申

込
み

　
　

ア
　

予
約

受
付

　
　

　
ア

　
講

習
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

事
前

に
予

約
専

用
電

話
（

018-863-1111内
線

3043、
3044）

に
電

話
し

、
講

習
の

予
約

を
行

う
こ

と
。

　
　

　
　

　
な

お
、

代
理

人
に

よ
る

予
約

は
受

け
付

け
な

い
。

　
　

　
イ

　
電

話
予

約
は

、
平

成
20年

10月
６

日
（

月
）

か
ら

同
月

８
日

（
水

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

（
正

午
か

ら
午

後
１

時
ま

で
を

除
く

。
）

の
間

に
行

う
こ

と
。

　
　

イ
　

留
意

事
項

　
　

　
ア

　
受

付
時

間
外

の
電

話
予

約
は

受
け

付
け

な
い

。
　

　
　

イ
　

電
話

１
回

に
つ

き
、

１
名

の
予

約
を

受
け

付
け

る
。

　
　

　
ウ

　
電

話
予

約
の

受
付

期
間

内
で

あ
っ

て
も

、
定

員
に

達
し

た
場

合
は

、
そ

の
時

点
で

受
付

を
締

め
切

る
。

　
⑵

　
受

講
申

込
書

提
出

の
手

続
　

　
ア

　
提

出
要

件
　

　
　

　
講

習
の

申
込

み
は

、
電

話
予

約
に

よ
り

予
約

番
号

を
取

得
し

た
受

講
申

込
者

が
行

う
こ

と
と

し
、

郵
送

に
よ

る
申

込
み

は
認

め
な

い
。



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

２
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イ

　
提

出
期

間
　

　
　

　
平

成
20年

10月
20日

（
月

）
か

ら
同

月
24日

（
金

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

の
間

　
　

ウ
　

提
出

先
　

　
　

　
秋

田
市

山
王

四
丁

目
１

番
５

号
　

秋
田

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

生
活

安
全

企
画

課
　

　
エ

　
提

出
書

類
　

　
　

ア
　

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

講
習

受
講

申
込

書
　

１
通

　
　

　
　

　
写

真
１

枚
（

申
請

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
無

帽
、

正
面

、
上

三
分

身
、

無
背

景
、

縦
3.0セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

、
横

2.4セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
の

写
真

）
を

貼
り

付
け

る
こ

と
。

　
　

　
イ

　
受

講
資

格
者

に
該

当
す

る
こ

と
を

疎
明

す
る

次
の

い
ず

れ
か

の
書

面
　

１
通

　
　

　
　

ａ
　

前
記

６
⑴

ア
に

該
当

す
る

者
　

　
　

　
　

　
最

近
５

年
間

に
１

号
警

備
業

務
の

区
分

に
係

る
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

こ
と

を
疎

明
す

る
警

備
業

者
が

作
成

す
る

書
面

（
以

下
「

警
備

業
務

従
事

証
明

書
」

と
い

う
。

）
及

び
履

歴
書

　
　

　
　

ｂ
　

前
記

６
⑴

イ
に

該
当

す
る

者
　

　
　

　
　

　
１

級
検

定
（

１
号

警
備

業
務

の
区

分
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
の

合
格

証
明

書
の

写
し

　
　

　
　

ｃ
　

前
記

６
⑴

ウ
に

該
当

す
る

者
　

　
　

　
　

　
２

級
検

定
（

１
号

警
備

業
務

の
区

分
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
の

合
格

証
明

書
の

写
し

及
び

当
該

検
定

に
合

格
し

た
後

、
継

続
し

て
１

年
以

上
当

該
警

備
業

務
に

係
る

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
こ

と
を

疎
明

す
る

警
備

業
務

従
事

証
明

書
　

　
　

　
ｄ

　
前

記
６

⑴
エ

に
該

当
す

る
者

　
　

　
　

　
　

旧
１

級
検

定
（

１
号

警
備

業
務

の
区

分
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
の

合
格

証
の

写
し

　
　

　
　

ｅ
　

前
記

６
⑴

オ
に

該
当

す
る

者
　

　
　

　
　

　
旧

２
級

検
定

（
１

号
警

備
業

務
の

区
分

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

の
合

格
証

の
写

し
及

び
当

該
検

定
に

合
格

し
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

当
該

警
備

業
務

に
係

る
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
る

こ
と

を
疎

明
す

る
警

備
業

務
従

事
証

明
書

　
　

　
　

ｆ
　

追
加

取
得

講
習

を
受

講
す

る
者

　
　

　
　

　
　

上
記

ａ
か

ら
ｅ

ま
で

に
掲

げ
る

書
面

の
う

ち
い

ず
れ

か
１

通
及

び
資

格
者

証
等

の
写

し
　

　
　

ウ
　

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
代

理
人

が
申

請
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
本

人
か

ら
の

委
任

状
　

１
通

８
　

講
習

手
数

料

　
⑴

　
新

規
取

得
講

習
　

　
　

47,000円
　

⑵
　

追
加

取
得

講
習

　
　

　
23,000円

　
　

　
受

講
申

込
書

を
提

出
す

る
際

、
秋

田
県

証
紙

に
よ

り
納

付
す

る
こ

と
。

９
　

そ
の

他
　

⑴
　

講
習

初
日

の
受

付
時

間
は

、
午

前
８

時
30分

か
ら

午
前

８
時

50分
ま

で
と

す
る

。
　

⑵
　

講
習

に
は

、
筆

記
用

具
を

持
参

す
る

こ
と

。
　

⑶
　

講
習

終
了

後
、

筆
記

方
式

の
修

了
考

査
を

行
い

、
講

習
に

係
る

課
程

を
修

得
し

た
と

認
め

ら
れ

る
者

に
対

し
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

講
習

修
了

証
明

書
を

交
付

す
る

。
　

⑷
　

講
習

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、
秋

田
県

警
察

本
部

生
活

安
全

部
生

活
安

全
企

画
課

（
電

話
018-863-1111内

線
3043、

3044）
に

問
い

合
わ

せ
る

こ
と

。


